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1　業務の目的



[bookmark: _Toc225510139]一般事項
[bookmark: _Toc225510140]業務の目的
[bookmark: _Hlk215494424]本業務は、真庭市（以下、「本市」という。）が計画中の畜産バイオマス発電施設整備事業（以下、「本事業」という。）における設計施工工事の円滑な遂行及び工期内の完成のため、要求水準書に基づいた技術提案、施設の処理性能、管理性、耐用度等を設計段階において十分に反映させるとともに、品質、工程等の監理を行うことを目的とする。
[bookmark: _Toc225510141]業務の名称
真庭市畜産バイオマス発電施設整備監理業務
[bookmark: _Toc225510142]業務の場所
公益財団法人 中国四国酪農大学校　地内
[bookmark: _Toc225510143]業務の期間
契約締結日より、令和10年3月31日までとする。
[bookmark: _Toc225510144]適用の範囲
本仕様書は、本市が行う真庭市畜産バイオマス発電施設整備設計施工工事（以下「対象工事」という。）に係る監理業務及び関連業務に適用する。業務の内容及び範囲は「第2章　業務の内容」のとおりとする。
[bookmark: _Toc225510145]対象工事の概要
[bookmark: _Toc225510146]施設規模
畜産バイオマス発電施設　14.0t/日
（家畜ふん尿10.9t/日、パーラー排水2.0t/日、再生敷料1.1t/日）
[bookmark: _Toc225510147]処理方式
メタン発酵処理（湿式・中温処理）
発酵残さは再生敷料及び液肥として全量利用
[bookmark: _Toc225510148]工事スケジュール（予定）
設計期間：令和8年6月～同11月頃
施工期間：令和8年12月～令和9年11月頃
[bookmark: _Ref215315960][bookmark: _Ref215315963]竣　　工：令和10年2月頃
なお本事業は、内閣府地域未来交付金の交付を前提としているため、交付決定後の事業開始となる。また、交付状況等によりスケジュールに遅れや事業内容等の見直しが発生する場合がある。


[bookmark: _Ref223362613][bookmark: _Ref223362618][bookmark: _Toc225510149]業務の内容
本章では受託者が行う各業務の基本的内容について記載する。受託者は「別表1　業務区分表」により各業務を行うものとする。本仕様書に明記されていない事項であっても監理業務上当然必要と思われる事項については、記載の有無にかかわらず、受託者の責任において実施すること。
[bookmark: _Toc225510150]業務実施体制
1　 本業務の実施にあたり、本市は監督員を配置し、受託者への指示、承諾又は協議等の必要な監督業務を行うものとする。
2　 受託者は業務の円滑な推進を図るため、次の資格要件を満たす各技術者を配置すること。
1　 管理技術者として、業務の全体的管理を行うものを配置すること。
2　 主担当技術者として、建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築士の資格を有し、設計業務等について高度な技術能力を有するものを配置すること。なお受注した法人に所属する者とする。
3　 照査技術者を配置すること。
3　 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとする。
4　 各技術者は、監督員の指示に従い、業務全般にわたり技術上の管理を行わなければならない。
[bookmark: _Toc225510151]工事監理方針の説明等
[bookmark: _Toc225510152]工事監理方針の説明
受託者は当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書（「第3章　2　業務計画書」を参照のこと。）を作成のうえ、監督員に提出し、承諾を受けること。
[bookmark: _Toc225510153]工事監理方法変更の場合の協議
当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、監督員と協議すること。
[bookmark: _Toc225510154]設計監理業務
[bookmark: _Toc225510155]要求水準書の内容の把握等
[bookmark: _Hlk218345445]対象工事の要求水準書の内容を把握し、明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、監督員に報告すること。
[bookmark: _Toc225510156]技術提案書等評価業務
対象工事の入札参加者が提出する技術提案書及びプロポーザル審査における提案内容が、要求水準書の内容に適合しているかどうかを確認し、明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、監督員に報告すること。
また、プロポーザル審査による工事請負事業者の選定において、本事業に関する有識者等2名以上を委員として招聘し、その謝金及び交通費等の費用を負担すること。謝金については1回あたり2万円/人とし、招聘回数は1回以上とすること。
[bookmark: _Toc225510157]契約設計図書の評価業務
工事請負事業者が提出する契約設計図書が、要求水準書及び技術提案書等の内容に適合しているかを検討し、適合しないと認められる場合には必要な措置についてもとりまとめを行い、監督員に報告すること。工事請負事業者から再提出された場合は同様に検討及び報告を行うこと。
[bookmark: _Toc225510158]実施設計図書の検討及び報告
実施設計図書の検討及び報告
工事請負事業者が提出する実施設計図書が、要求水準書及び契約設計図書等（以下、「仕様等」という。）の内容に適合しているかを検討し、適合しないと認められる場合には必要な措置についてもとりまとめを行い、監督員に報告すること。工事請負事業者から再提出された場合は同様に検討及び報告を行うこと。
工事材料、設備機器等の検討及び報告
工事請負事業者が提出する工事材料・設備機器等（これらの製造者及び専門工事業者の選定についての提案を含む。）に関し、工事請負事業者に対して事前に指示すべき内容を監督員に報告すること。また工事材料、設備機器等が仕様等の内容に適合しているかを検討し、適合しないと認められる場合には必要な措置についてもとりまとめを行い、監督員に報告すること。工事請負事業者から再提出された場合は同様に検討及び報告を行うこと。
工事工程表の検討及び報告
工事請負事業者が提出する工事工程表（施工計画、施工体制等を含む。）について、工期及び仕様等に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、そのおそれがあると認められる場合には必要な措置についてもとりまとめを行い、監督員に報告すること。工事請負事業者から再度提出された場合は同様に検討及び報告を行うこと。
[bookmark: _Toc225510159]施工監理業務
[bookmark: _Toc225510160]工事と実施設計図書等との照合及び確認
1　 工事請負事業者が行う工事が実施設計図書及び工事請負契約（以下、「実施設計図書等」という。）の内容に適合しているかについて、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、その結果を監督員に報告すること。適合していないと認められる箇所がある場合は、直ちに監督員に報告するとともに、必要な補修等の措置についてとりまとめを行い報告すること。また監督員から適合していないと認められる箇所を示された場合についても、必要な措置についてとりまとめ、監督員に報告すること。
2　 工事請負事業者が上記の結果必要な補修等の措置を行った場合は、その方法が適切か否かを確認し、監督員に報告を行うこと。適切でないと認められる場合は同様に監督員への報告及び再補修等の措置の検討を行うものとする。
[bookmark: _Toc225510161]検査等の実施
工事請負契約に定められた検査等
工事請負契約に定められた検査、試験、立会い、確認、審査、協議等を行い、その結果を監督員に報告すること。
対象工事が実施設計図書等の内容に適合しない疑いがある場合の検査
工事請負事業者の行う工事が実施設計図書等の内容に適合しない疑いがあり、検査が必要と認められる理由がある場合には、監督員に報告し協議するものとする。
[bookmark: _Toc225510162]目的物の引渡しの立会い
工事請負事業者から本市への工事請負契約の目的物の引渡しに立会うこと。
[bookmark: _Toc225510163]その他の業務
[bookmark: _Toc225510164]事業全体の進捗管理及び手続支援
本事業の円滑な進行のため、対象工事を含む本事業全体の進捗状況を把握し、全体調整及び進捗管理を行うこと。また、あらかじめ本事業に関連する関係法令等について確認を行い、本市及び工事請負事業者が行う関係諸機関への必要な手続き・届出等についての支援を行うこと。
[bookmark: _Toc225510165]関係機関の検査の立会い等
建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事請負事業者が作成・提出する検査記録等に基づき監督員に報告すること。
[bookmark: _Toc225510166]工事費支払いの審査
工事請負事業者から提出される工事期間中の工事費支払い及び最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、監督員に報告すること。
[bookmark: _Toc225510167]工事監理業務日報及び月報の作成
受託者は、日々の工事監理業務内容について簡潔に記載した監理業務日報を作成すること。また、主要な月間の工事監理業務内容及び翌月の業務実施予定について簡潔に記載した工事監理業務月報を毎月作成し、原則として翌月のはじめに日報とともに監督員に提出すること。
[bookmark: _Toc225510168]会議・打合せ等
1　 工事請負事業者との月例会議を原則月1回、監督員の立会いのうえ行うこと。工事の状況によっては必要に応じ適宜会議を行うものとする。月例会議等には必ず出席し、工事請負事業者に対する改善指示や必要な指摘を的確に行うこと。
2　 工事請負事業者と打合せを行う場合は、事前に監督員の承諾を受けること。
3　 現場の施工状況により、適宜現場打合せを行うこと。
4　 打合せ事項及び会議内容、改善指示事項等については、受託者が議事録を作成し速やかに監督員に提出すること。
[bookmark: _Toc225510169]業務報告書等の提出
工事と実施設計図書等との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書（「第3章　4　業務報告書」を参照のこと。）及び監督員が指示した書類等の整備を行い、本市に提出すること。


[bookmark: _Toc225510170]業務の実施
[bookmark: _Toc225510171]業務の着手
受託者は、契約締結後速やかに工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
[bookmark: _Ref219021230][bookmark: _Ref219021235][bookmark: _Ref219030738][bookmark: _Toc225510172]業務計画書
1　 受託者は、契約締結後14日以内に次の事項を記載した業務計画書を監督員に提出し、承諾を受けなければなければならない。
1　 業務一般事項
2　 業務工程計画
3　 業務実施体制
4　 業務方針
2　 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
3　 監督員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
[bookmark: _Toc225510173]検査
1　 受託者は、工事監理業務が完了したときは、業務完了届を本市に提出すること。
2　 受託者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなければならない。
3　 [bookmark: _Ref218697413]受託者は、検査を受ける場合は、あらかじめ業務報告書（「4　業務報告書」を参照のこと。）その他検査に必要な資料を整備し、本市に提出しておかなければならない。
4　 受託者は、部分払の請求を行う場合は、その算出方法について監督員の指示を受けるものとし、出来形部分の確認検査を受けること。なお請求部分に係る業務は次の要件を満たすものとする。
1　 監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
2　 上記③に記載する資料の整備がすべて完了していること。
5　 監督員は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。
6　 監督員は、受託者立会いのうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。
[bookmark: _Ref218856811][bookmark: _Toc225510174]業務報告書
受託者は、工事監理等業務の実施内容等について次の書類等を作成すること。
1　 工事監理報告書
2　 各種調査等報告書
　第2章に記載の各業務に関する必要な報告事項について、内容及びその結果等を簡潔に記載した報告書を作成し、一覧表を添付して関係資料とともにとりまとめること。検査や立会い、現場での確認等を行った場合は、立会い状況等を撮影し記録写真を整備のうえ、報告書に添付すること。
3　 その他本市が指示した書類等
[bookmark: _Toc225510175]その他の事項
[bookmark: _Toc225510176]秘密の保持
受託者は、業務を遂行する上で知り得た事項について、他に漏らしてはならない。また、中立性を厳守しなければならない。
[bookmark: _Toc225510177]再委託
1　 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。
2　 受託者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、本業務の公募型プロポーザル審査で提出する「業務実施体制」及び「再委託先調書」において、あらかじめ再委託先及び業務内容を明確に記載したうえで当該審査を受けなければならない。
3　 再委託が可能な金額の上限については、委託契約金額の50％を限度額とする。
[bookmark: _Toc225510178]軽微な設計変更
受託者は、実施設計図書等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等により、又は監督員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、工事請負事業者へ指示すべき事項を監督員に報告する。
[bookmark: _Toc225510179]資料の提供
本業務を実施するにあたり、必要な資料の収集は、原則として受託者が行うこととするが、現在、本市が所有し、業務に利用できうる資料はそれを貸与する。この場合、貸与を受けた資料については、リストを作成のうえ、本市に提出し、業務完了と同時に返納しなければならない。
[bookmark: _Toc225510180]関係法令等の遵守
受託者は、業務の実施にあたっては、関係法令、通達、マニュアル、その他の条例等を遵守しなければならない。
[bookmark: _Toc225510181]関係機関への手続き等
1　 受託者は、本業務に関連して本市が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。
2　 受託者は、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。
3　 受託者が、関係機関等から本業務に関連する通知、連絡等を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。
[bookmark: _Toc225510182]一時中止
1　 本市は、次の各号に該当する場合は、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
1　 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合
2　 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合
3　 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合
4　 前各号に掲げるもののほか、本市が必要と認めた場合
2　 本市は、受託者が契約に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
[bookmark: _Toc225510183]債務不履行に係る履行責任
1　 受託者は、本市から債務不履行に対する履行を求められた場合は、速やかにその履行をしなければならない。
2　 監督員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合は、受託者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。
3　 監督員が債務不履行に対する履行の指示をした場合は、その履行の完了の確認は監督員の指示に従うものとする。
[bookmark: _Toc225510184]疑義
本仕様書の記載事項及び業務遂行上の疑義が生じた場合は、本市と協議し、これを定めるものとする。



別表1　業務区分表
	処理区分　
業務事項
	立会･作成
	調査
	報告
	備考

	技術提案書等評価
	○
	
	○
	

	工事請負関係書類
	
	○
	○
	

	工事工程表審査
	
	○
	○
	

	設計施工監理日誌
	○
	
	○
	

	設計打合せ議事録
	○
	
	○
	

	実施設計図書審査
	
	○
	○
	

	改善指示事項等報告書
	○
	
	○
	

	建築確認申請書審査
	○
	○
	○
	

	関係機関への申請・届出等審査
	
	○
	○
	

	工事監理計画書
	○
	
	○
	

	工事打合せ議事録
	○
	
	○
	

	工事日報及び月報
	
	○
	○
	

	検査要領書審査
	
	○
	○
	

	品質管理調査
	
	○
	○
	

	品質管理試験
	●
	
	●
	

	工場検査
	●
	
	●
	必要に応じ実施

	工場検査報告書
	●
	●
	●
	必要に応じ実施

	工事立会い
	○
	
	○
	

	工事検査
	○
	
	○
	

	工事検査報告書
	○
	○
	○
	

	重点検査・重点試験
	○
	
	○
	

	重点検査報告書
	○
	○
	○
	

	中間（出来高）検査
	△
	
	○
	本市が主として立会・検査を行う

	中間（出来高）検査報告書
	○
	○
	○
	

	設計変更等の報告
	
	○
	○
	

	緊急処理
	
	○
	○
	

	解体材、発生材処理
	
	○
	○
	

	性能試験内容審査
	
	○
	○
	

	引渡性能試験立会い
	△
	
	○
	本市が主として立会・検査を行う

	引渡性能試験報告書
	○
	○
	○
	

	取扱説明書審査
	
	○
	○
	

	試運転報告書審査
	
	○
	○
	

	実績報告書審査
	
	○
	○
	

	竣工図書審査
	
	○
	○
	

	竣工検査
	△
	
	○
	本市が主として立会・検査を行う

	その他必要業務
	協議による


○：主たる業務　●：必要に応じ実施する主たる業務　△：従たる業務
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